
松原小学校避難所における生活ルール 

制 定 ： 令 和 ２ 年 １ ０ 月 ３ １ 日  

松 原 小 学 校 避 難 所 運 営 本 部 

 

 こ の 避 難 所 は 、松 原 １ 丁 目 町 会 と 松 原 ２ 丁 目 町 会 を 主 体 と し た 松 原 小 学 校 避 難 所 運

営 本 部 で 運 営 ・ 管 理 し て い ま す 。  

被 災 さ れ 一 時 的 に 避 難 所 で の 生 活 を 余 儀 な く さ れ る 皆 さ ん が 安 全 か つ 安 心 し て 共

同 生 活 を 送 る た め 、 避 難 所 に お け る 生 活 ル ー ル を 順 守 し て く だ さ い 。  

ま た 、避 難 所 は 感 染 症 の 対 策 が 万 全 で は な い た め 、共 同 生 活 に よ る 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス 感 染 症 や イ ン フ ル エ ン ザ 等 の 感 染 リ ス ク が 高 い こ と を 予 め ご 了 承 く だ さ い 。  

 

記  

 
１  運 営 本 部 の 指 示 に 従 い 、 円 滑 な 共 同 生 活 を 乱 さ な い よ う に 配 慮 し て く だ さ い 。  

２  避 難 所 に 入 所 す る 時 は 、 で き る だ け 以 下 の 物 品 を 持 参 し て く だ さ い 。  

（ １ ） 飲 料 水 、 食 料  

（ ２ ） 日 常 服 用 し て い る 薬  

（ ３ ） 上 履 き （ ※ 校 舎 や 体 育 館 は 土 足 厳 禁 で す 。）  

（ ４ ） 衛 生 用 物 品 （ マ ス ク 、 消 毒 用 ア ル コ ー ル 、 石 け ん 、 ウ ェ ッ ト テ ィ ッ シ ュ 、  

体 温 計 な ど ）  

（ ５ ） そ の 他 日 用 品 （ タ オ ル 、 ペ ー パ ー タ オ ル 、 ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 、 携 帯 ト イ

レ 、 レ ジ 袋 、 養 生 テ ー プ な ど ）  

３  学 校 敷 地 内 へ の 自 転 車 、自 家 用 車 の 乗 り 入 れ は 禁 止 で す 。徒 歩 で お 越 し く だ さ い 。 

４  避 難 所 に 入 所 す る 時 は 、 世 帯 ご と に 「 避 難 者 カ ー ド 」 を 記 入 し て く だ さ い 。  

ま た 、 退 所 す る 場 合 も 届 出 を し て く だ さ い 。  

５  運 営 本 部 が 指 定 し た 居 住 区 画 で 避 難 生 活 を 送 っ て く だ さ い 。  

な お 、障 害 者 や 高 齢 者 、妊 産 婦 、乳 幼 児 な ど 災 害 時 要 配 慮 者 や 感 染 症 対 策 等 を 講

じ る た め 、 運 営 本 部 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 居 住 区 画 の 移 動 を お 願 い し ま す 。  

６  犬 や 猫 な ど の ペ ッ ト は 校 舎 や 体 育 館 内 の 居 住 区 画 に 入 れ る こ と は で き ま せ ん 。  

ケ ー ジ や キ ャ リ ー に 入 れ て 、運 営 本 部 が 指 定 し た 場 所 で 飼 い 主 が 責 任 を も っ て 飼

育 し て く だ さ い 。（ ※ エ サ や 水 、 ト イ レ 用 品 な ど の ペ ッ ト 用 品 は 、 飼 い 主 が 持 参

し て く だ さ い 。）  

７  各 自 の 所 持 品 や 貴 重 品 、 履 物 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 管 理 し て く だ さ い 。  

８  上 下 水 道 が 復 旧 す る ま で は 、 校 内 の 既 設 ト イ レ は 使 用 で き ま せ ん 。「 災 害 用 仮 設

ト イ レ 」 を ご 利 用 く だ さ い 。   

９  衛 生 管 理 の た め 、 ご み は 各 自 で 分 別 し て 指 定 場 所 に 捨 て て く だ さ い 。  

ま た 、避 難 所 の 居 住 区 域 や ト イ レ 等 の 清 掃 は 、避 難 者 で 協 力 し て 交 替 で 公 平 に お

こ な っ て く だ さ い 。  

10 睡 眠 や 休 息 の 妨 げ に な ら な い よ う 会 話 や 音 声 に 配 慮 し て く だ さ い 。  

な お 、 居 住 区 域 で は 、 携 帯 電 話 や ス マ ー ト フ ォ ン で の 通 話 は 禁 止 し ま す 。  

ま た 、 着 信 音 が 鳴 ら な い よ う マ ナ ー モ ー ド に 設 定 し て く だ さ い 。  

11 障 害 者 や 高 齢 者 、 妊 産 婦 、 乳 幼 児 な ど 災 害 時 要 配 慮 者 へ の 配 慮 を お 願 い し ま す 。 

12 学 校 敷 地 内 で は 、 飲 酒 及 び 喫 煙 を 禁 止 し ま す 。 火 気 も 厳 禁 で す 。  

13 施 設 内 に あ る 表 示 物（ 立 入 禁 止 や 使 用 禁 止 な ど ）は 、そ の 表 示 に 従 っ て く だ さ い 。  

14 食 料 や 生 活 用 品 な ど の 物 資 は 運 営 本 部 か ら 配 給 し ま す 。校 内 や 備 蓄 倉 庫 の 物 品 は

勝 手 に 持 ち 出 さ な い で く だ さ い 。   

15 学 校 の 授 業 が 一 日 も 早 く 再 開・復 学 で き る よ う 、避 難 者 同 士 で 協 力 し て く だ さ い 。 

16 感 染 症 対 策 の た め 、 手 洗 い 、 マ ス ク 着 用 、 検 温 な ど 体 調 管 理 に 努 め て く だ さ い 。 

17 上 記 の ほ か 詳 細 は 、 必 要 に 応 じ て 運 営 本 部 で 検 討 し お 知 ら せ し ま す 。  


